
ご通知並びに債権者説明会のご案内 

 

平成２３年８月１０日 

債 権 者 各 位 

栃木県那須郡那須町大字高久丙 1796 番地 

株 式 会 社 安 愚 楽 牧 場 

代表者代表取締役  三 ヶ 尻   久 美 子 

                東京都港区虎ノ門一丁目 22番 13 号 

                  秋山ビル３階 栃木・柳澤法律事務所 

                 上記代理人弁護士  栃  木   義   宏 

                            同    弁護士  柳  澤     憲 

 

 当職らは、平成 23 年８月１日付通知書にてご通知したとおり、㈱安愚楽牧場の資

産・負債の現状を調査した上、同社の今後の方針を決定次第、債権者の皆様へ改めて

ご通知することにしておりましたが、今般、その方針を「民事再生手続」による法的

整理と決定いたしました。十数万頭にも及ぶ和牛の存命を図りつつ、債権者の皆様へ

の弁済（配当）を増やすため、「民事再生手続」を志向・選択した次第です。 

そこで、昨日平成 23 年８月９日、東京地方裁判所に対して民事再生手続開始の申

立てを行いましたところ（事件番号：平成 23 年(再)第 61 号事件）、別添のとおり、

直ちに弁済禁止命令が発令されると共に監督委員（渡邊 顯弁護士）が選任されて、

「民事再生手続」の第一歩を踏み出したところです。 

したがって、今後は、債権者の皆様への当面の弁済は法的に禁じられ、再生計画案

が認可され確定した暁に、その計画（弁済率・弁済期）に基づいて公平に弁済（配当）

されることになります。また、和牛「オーナー」の皆様からの解約受付につきまして

も、裁判所から後日送付・通知される「債権届」の期限（送付後約２ヶ月後になる見

込み）に合わせて、同期限までとさせていただく予定でおります。 

つきましては、民事再生手続申立てに至った事情や今後の同手続の進行等について

ご説明いたすべく、後記要領にて「債権者説明会」を開催いたします。この「債権者

説明会」は、上記認可の可否を諮るために後日債権者の皆様方に通知して開催される

裁判所での「債権者集会」とは別の任意的な説明会であり、その場で何かを決議する

わけでもなく、「債権届」も前述の通り後日提出していただきますので、ご出席いた

だけなくとも何ら不利益はありません。また、そこでお配りした資料やご説明した内

容につきましては、早々に㈱安愚楽牧場（http://www.agura-bokujo.co.jp/) や当事

務所（http://tyl.dip.jp/index.html）の各ホームページに掲載する予定でおります。 

なお、債権者の皆様に対するご通知は、㈱安愚楽牧場にお届けいただいているご住

所に宛ててお送りしておりますが、そのご住所に不都合がおありの場合には、「送達

場所」あるいは「代理人」をご指定いただければ、そちら宛にお送りすることも致し

ますので、ご希望の方は、その旨を書面にて㈱安愚楽牧場（〒325-0033 栃木県那須塩

原市埼玉 2－37）までお届けください。 

以上のような次第となりましたことを、ここにご通知申し上げます。 



【本件に関するお問合せ先】 

       栃木・柳澤法律事務所 安愚楽牧場コールセンター 

       電  話  番  号   ０５０－５５０５－３７２０ 

       (受付時間 月曜日～金曜日 午前９時～午後５時) 

 

【債権者説明会の開催会場・日時】 

○ 東日本会場 

と き：平成 23年８月 19日（金） 

【１回目】午後１時～３時（受付開始：午後０時） 

    【２回目】午後６時～８時（受付開始：午後５時） 

ところ：「両国国技館」 

最寄駅：ＪＲ総武線各駅停車「両国駅」西口徒歩２分 

都営大江戸線「両国駅」A３徒歩５分 

住 所：東京都墨田区横綱一丁目３番８号 

  電  話：03（3623）5111 

 

○ 西日本会場 

と き：平成 23年８月 17 日（水） 

【１回目】午前 10時～午後０時（受付開始：午前９時 15分） 

【２回目】午後２時～午後４時（受付開始：午後１時 15分） 

ところ：「グリーンアリーナ神戸」 

最寄駅：神戸市営地下鉄西神・山手線「総合運動公園駅」徒歩 15分 

住 所：神戸市須磨区緑台 神戸総合運動公園内 

  電  話：078（796）1155 

 

※ 東日本会場におきましては２回開催いたしますが、原則として、【１回目】は

関東近辺以外の債権者の方を対象とし、【２回目】は関東近辺の債権者を対象と

させていただきますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

 ※ 西日本会場におきましても２回開催いたしますが、原則として、【１回目】は

関西近辺以外の債権者の方を対象とし、【２回目】は関西近辺の債権者を対象と

させていただきますので、ご協力のほど宜しくお願いいたします。 

※ 東日本会場は約 10,000 席、西日本会場は約 5,000 席の座席がありますが、満

席につき立ち席（立ち見）になる場合、あるいは満杯につきご入場をお断りする

場合もありますので、予めあしからずご承知ください。 

※ 会場へは、なるべく電車・バス等をご利用くださるようお願いいたします。 

※ ご来場の際は、債権者でいらっしゃることを確認させていただくため、本書の

郵送に使用された封筒をご持参くださるようお願いたします。 


